
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
の

l
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令

(昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
二
号
)

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

改

秦

堤

行



(報
告
)

第
五
粂

指
定
養
成
施
設
等
璽

丁度開始
劇

｣当

矧

省
令
で
定
め
る
事
項
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

(報
告

の
徴
収
及
び
指
示

)

第
六

条

主
務
大
臣
は
'
指
定

養
成
施
設
等
に

つ
き
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は

､
そ
の
設
定
者

又
は
長
に
対
し
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
｡

2

主
務
大
臣
は
､
第

二
条
に
規
定

す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
基
準
に

照

ら
し
て
'

指
定
養
成
施
設
等
の
教
育
の
内
容
､
教
育
の
方
法
､
施
設
､
設

備
そ
の
他
の
内
容

が

適
当

で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
､
そ
の
設
置
者

又
は
長
に

対
し
て
必
要
な
指
示

を
す

る
こ

と
が
で
き
る
｡

(指
定
の
取
消
し
)

第
七
条

主
務
大
臣
は
､
指
定

養
成
施
設
等
が
第
二
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定

め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な

つ
た
と
認

め
る
と
き

､
若
し
く
は
そ

の
設
置
者
若
し

く
は
長
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

に
従
わ
な
い
と
き
'
又
は
次
条
の
規

定
に
よ
る
申
請
が

あ
っ
た
と
き
は
､
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
｡

(指
定
取
消
し
の
申
請
)

第
八
粂

指
定
養
成
施
設

等

に
つ
い

て
､
主
務
大
臣
の
指
定
の
取
消
u
刻
剥

け
よ

う

日
刊
割

引
は
､
そ
の
設
笥

州叫
1
到
矧
封
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

(国
の
設
置
す
る
養
成
施
設

等
の
特
例
)

第
九
条

国
の
設
置
す
る
学

校
又
は
養
成
施
設
に
係
る
第
三
条
か
ら
前
条
ま

で
の
規

封
習

州叫‥

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
､
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え

るもの
と
す
る
｡

2



第七 寡⊥ 寡⊥ 第 第 寡四条第項

粂l筆条 /粂ヽ翠 ノヽ粂第 五条 四条

琴 秦及◆頑 項

項 ぴ前読 認 禁l設 設
戟 設 届 読 け 申 設 な 申 読

置 め 置 置 とこ⊂コ 置 け 置
れ 請 置 け 請 置者 る 者 者

し 者 出 者 ば し 者 れ 書 者若 と

又 又 な な な ば +乞'し きヽ若しくはその は は け け ら そ な

主くは長壁別秦第 長 長 れぱならない ればならない な のい 承認を受けな ら 務な 大い 臣に堤出し認めるとき 警ー警l 所管大臣 過知するものとす
る 警



嘉l わ 二な 項い のと 規き 定
｣

.よ
る

壁
不

ヽ
__従

劃

(
主
務
省
令
へ

の
委
任
)

第
十
条

第

二
条
か
ら
前
条
ま

で
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
'

申
請
書

の
記
載
事
項
そ

の
他
養
成
施
設
等

の
指
定

に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
､
主
務
省
令

で
定

め
る
.

(
主
務
大
臣
等
｢

第
十

一
条

こ

の
政

令

に

お
け
る
主
務
大
臣
は
､

法
第
七
条
第

二
号

若
し
く
は
第
三

号
若
し
く
は
第

三
十
九
条
第

l
号
か
ら
第
三
号
ま

で
の
規
定

出
身

学
校
の
指
定

又
は
法
第
四
十
条
第

二
項
第

一
号
若
し
く
は
附

則
第

二
条
第

｢
項
わ
規
定

に
よ
る

高
等
学

校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校

の
指
定

に

関
す
る
事
項
に
つ

い

て
は
文
部
科

判

大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
､
法
第
七
条
第

t享
著
し
くt
也

矧

ヨ
朝
刃
叫
矧

三
十
九
条
第

言

下
か
らt
矧
ヨ
引刊
封

で
の
規
定
に
よ
る
養
成
施-
設

の
指
定

に
関
す
る

事
項
に
つ

い

て
は
厚
生
労
働
大
臣
と
す
る
｡

2

第
六

条

(
附
則
第

二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
｡
)

に
規
定

す
る
主

務
大
臣

の
権
限
は
､
主
務
大
臣

が
文
部
科
学

大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
て
あ
る
堤

合

に
お
い

て
は
､
文
部
科
学

大
臣
又
は
厚
生
労
働
大
臣

が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
行

使

す
る
こ

と
を
妨
げ
な
い
｡

3

前
項

の
規
定

に
よ
り
そ

の
権
限
を
単
独
に
行
使
し
た
主
務
大
臣
は
､

速
や
か
に

そ
の
結
果
を
他
の
主
務
大
臣
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
｡

T

こ

の
政
令

に
お
け
る
主
務
省
令

は
､

主
務
大
臣

の
発
す
る
命
令

と
す
る
｡

第
十
二
条

(



(

略
)

第
十
四
条

(

略
)

(権

限
の
委
任
)

第
十
五
条

こ
の
政
令

に

規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣

の
権
限
は
'
厚
生
労
働
省

令

で

定

め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
､
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
O

千

耐
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
'
厚
生
労
働
省
令

で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
､
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す

る
こ
と
が

で
き
る
｡

附

則

(施
行
期
日
)

l

(略
)

(介
護
福
祉
士
試
験

の
受

験
資
格

の
特
例
に
係
る
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育

学

校

の
指
定
)

2

第

二
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
､
法
附
則
第

二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

高

等
学

校
又
は
中
等
教
育

学

校
の
指
定
に

つ
いて
準
用
す

る
O
こ
の
場
合

に

お

い

て
'
第
二
粂
中

r第
七
条
第

二
号

若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第

三
十
九
条
第

丁

号

か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に

よ
る
学

校
若
し
く
は
養
成
施
設
の
樹
愚
見
通
観
粛

四
十
条
第
二
項
第

一
号

｣

と
あ
る
の
は

｢附
則
第

二
粂
第

一
項
｣
と
'

｢著
し
く

職
制
司

引

剃

る
の
は

｢又
iV
中
等
教
育
学

校
｣

と
､
第
四
条
第

1
頑

及
び
第
九
粂
中

｢学

校
又
は
養
成
施
設
｣
と
あ
る
の
は

｢高
等
学

校
又
は
中
等
教

育
学

校
｣

と
読

み
替
え

る
も
の
と
す
る
｡

第
三
条

(

略
)

矧
吋
剰

(

略
)

附

則

(施
行
期
日
)

1

(略
)

(厚
生
省
組
接

合

の

一部
改
正
)

2

厚
生
省
組

織

令

(
昭
和

二
十
七
年
政
令
第

三
百
八
十
八
号
)
の

一
部
を
次

の
よ

う
に
改
正
す
る
0

第
十
条
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
､
第
E
]

か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

)号

ず

つ
繰
り
下
げ
､
第

三
号
の
次
に
次

の

一号
を
加
え

る
｡

四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
の
身
分
及
び
業
務

に
つ
いて
､
指
導
監

督
を

村
‥ヨ

ー

第
六

十
二
条
中
第
十
号
を

第
十

一号
と
し
､
第
七
号
か
ら
第
九
号

ま
で
を

7号

ず

つ繰
り
下
げ
､
第
六

号
の
次
に
次

の

i
号
を
加
司

七

社
会
福
祉
士
及
び

介
護
福
祉
士
法

(昭
和
六

十
二
年
法
律
罵
三
十
号

)
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
｡

5



社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
及
び
社
会
福
祉
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令

(昭
和
六
十
二
年
政
令
第
E
]百
二
号
)

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

改

秦

(養
成
施
設
等
の
指
定
)

第
二
条

法
第
七
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
四
十
条
第
二
項
第

J
号

可
引
山野
ヨ
可
剖
旬
刊烈
日引
倒
剰
司
判
の
規
定
に
よ
る
学
校
若
し
く
は
養
成
施
設
の

指
定
又
は
同
項
斜
矧
封

の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
拷

定

(次
粂
'
第
四
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て

｢養
成
施
設
等
の
指
定
｣
と
い
う
O

)
の
基
準
に
つ
い
て
は
'
教
育
の
内
容
､
教
育
の
方
法
､
施
設
'
設
備
そ
の
他
の

事
項
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
O

(主
務
大
臣
等
)

第
十

一
条

こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
､
法
第
七
粂
第
二
号
若
し
く
は
第
三

号
若
し
く
は
第
四
十
条
第
二
項
第

1
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若

し
く
は
第
五
号
の
規

定
に
よ
る
学
校
の
指
定
又
は
矧

矧
町
剖
若
し
く
は
附
則
第
二
条
第

1
項
の
規
定

に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
指
定
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は

文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
し
､
法
第
七
粂
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

又
は
第
四
十
条
第
二
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
養
成
施
設
の
指
定
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
大
臣
と
す
る
｡

2
-
4

(略
)

附

則

(施
行
期
日
)

1

(略
)

現

行

(養
成
施
設
等
の
指
定
の
基
準
)

第
二
条

法
第
七
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
矧
i7i習

矧
司

の
規
定
に
よ
る
学
校
若
し
く
は
養
成
施
設
の
指
定
又
は
司

剰

矧
∃
矧
司
｢
可

の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
指
定

(吹

条
､
第
四
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て

｢養
成
施
設
等
の
指
定
｣
と
い
う
｡
)
の
基

準
に
つ
い
て
は
､
教
育
の
内
容
'
教
育
の
方
法
､
施
設
､
設
備
そ
の
他
の
事
項
に

関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
｡

(主
務
大
臣
等
)

第
十

一
条

こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
､
法
第
七
粂
第
二
号
若
し
く
は
第
≡

号
若
し
く
は
君

恩
珂
一
号
か
ら
第
三
宮
ま
で
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
指
定

又
は
法
第
四
十
条
第
二
項
第

一
号
若
し
く
は
附
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
指
定
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
文
部
料

学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
と
L
t
法
第
七
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
矧

三
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
養
成
施
設
の
指
定
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
大
臣
と
す
る
｡

2
-
4

(略
)

附

則

(施
行
期
日
)

1

(略
)



(介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
の
特
例
に
係
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

の
指
定
)

第
二
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
'
法
習

｢
周
の
規
定
に
よ

る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お

い
て
'
第
二
集
中

r第
七
粂
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
剰
叫
刊
剰
珂
コ

噴
射

l
u了
か
引
算
蚕

若

しく
は
第
五
身

の
規
定
に
よ
る
学
校
若
し
く
は
養

成
施
設
の
指
定
又
は
同
項
封
矧
旬
｣
と
あ
る
の
は

｢酬
別
封
司

矧
J.
と

｢若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
｣
と
あ
る
の
は

｢又
は
中
等
教
育
学
校
｣
と
'
第

四
条
第

一
項
及
び
第
九
集
中

｢学
校
又
は
養
成
施
設
｣
と
あ
る
の
は

｢高
等
学
校

又
は
中
等
教
育
学
校
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
o

(介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
の
特
例
に
係
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

の
指
定
)

第
二
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
､
法
慧

矧
づ
矧
の
規
定
に
よ
る

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い

て
､
第
二
粂
中

｢第
七
粂
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
三
十
九
条
第

一

判
か
ら~
矧
司

の
規
定
に
よ
る
学
校
若
し
く
は
養
成
施
設
の
指
定
又
は
観
剰

四
十
条
第
二
矧
矧
｣
.可
｣
と
あ
る
の
は

r附
則
司

項
｣
と
､

｢若
し
く

は
中
等
教
育
学
校
｣
と
あ
る
の
は

｢又
は
中
等
教
育
学
校
｣
と
'
第
四
条
第

一
項

及
び
第
九
集
中

｢学
校
又
は
養
成
施
設
｣
と
あ
る
の
は

｢高
等
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

2



○

社
会
福
祉
法
施
行
令

(昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
)

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

改

秦

(社
会
福
祉
法
人
の
収
益
を
充
て
る
こ
と
の
で
き
る
公
益
事
業
)

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第

l
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
'
次
に
掲

げ
る
事
業

で

あ

っ
て
社
会
岳
祉
事
業
以
外
の
も
の
と
す
る
｡

一
～
三

(略
)

四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(
昭
和
六

十

二
年
法
律
第

三
十
号
)
第
七

粂
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
四
十
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま

で

封
u
d
周
矧
司
判
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
養
成
施
設
を
経
営

す
る
事
業

五
～
七

(略
)

現

行

(社
会
福
祉
法
人
の
収
益
を
充
て
る
こ
と
の
で
き
る
公
益
事
業
)

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
'
次
に
掲
げ
る
事
業
で

あ

っ
て
社
会
福
祉
事
業
以
外
の
も
の
と
す
る
｡

一
～
三

(略
)

四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(昭
和
六

十
二
年
法
律
第
三
十
号
)

第
七

条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
九
条

第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
養
成
施
設
を
経
営
す
る
事
業

五
～
七

(略
)

3



社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則

(昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
)

(第

一
粂
関
係
)

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

附
則

改

正

案

社
会
福
祉
士

(第

一
条
-
第
十
八
粂
)

介
護
福
祉
士

(第
十
九
条
-
第
二
十
六
条
)

誰
則

(第
二
十
七
条
7
第
二
十
八

条
)

(厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
)

第

一
粂

社
会

福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
｡

以

下

｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
七
粂
第

一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
､

次
の

とお
り
と
す
る
｡

一

(略
)

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
指
定
科
目

(相
談
援
助
実
習
指
導
及
び

相
談
援
助
実
習
の
科
目

(以
下
こ
の
号
､
次
号
､
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に

第
四
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

｢実
習
科
目
｣
と
い
う
｡
)
を
除
く
｡
)
を
修

め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
､
そ
の
後
'
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
'
大
学
院

'
短
期
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程

(修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限

る
｡
)

(以
下

｢大
学
等
｣
と
い
う
｡
)
に
お
い
て
実
習
科
目
を
修
め
た
も
の

三
～
七

(略
)

2
-
9

(略
)

(社
会

福
祉
士
試
験
の
科
目
)

第
五
条

社
会
福
祉
士
試
験
の
科
目
は
､
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

一

人
件

の
構
造
と
橡
能
及
び
疾
病

二

心
理
学

理
論
と
心
理
的
支
援

三

社
会

理
論
と
社
会
シ
ス
テ

ム

現

行

目
次第

一
章

社
会
福
祉
士

(第

一
粂
-
第
十
八
条
)

第
二
章

介
護
福
祉
士

(第
十
九
条
-
第
二
十
六
条
)

第
三
章

雑
則

(第
二
十
七
条
)

附

則
(厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
)

第

一
粂

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
｡
以

下

｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
七
粂
第

一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
､
次
の

と
お
り
と
す
る
.

1

(略
)

二

学
校
教
育

法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
指
定
科
目

(厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定

め
る
実
習
に
係
る
科
目

(以
下
こ
の
号
､
次
号
'
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に

第
四
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

｢実
習
科
目
｣
と
い
う
｡
)
を
除
く
｡
)
を
修

め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
'
そ
の
後
'
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
､
大
学
院

'
短
期
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程

(修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限

る
｡
)

(以
下

｢大
学
等
｣
と
い
う
｡
)
に
お
い
て
実
習
科
目
を
修
め
た
も
の

三
～
七

(略
)

2
-
9

(略
)

(社
会

福
祉
士
試
験
の
科
目
)

第
五
条

社
会
福
祉
士
試
験
の
科
目
は
､
次
の
と
お
り
と
す
る
O

一

社
会
福
祉
原
論

老
人
福
祉
論

二

障
害
者
福
祉
論



四

現
代
社
会
と
福
祉

丑
~
祖
全
調
査
の
基
礎

山川~
相
談
援
助
の
基
盤
と
専
門
職

七

.柑
習

封
樹

八

地
域
福
祉
の
理
論
と
方
法

九

福
祉
行
財
政
と
福
祉
計
画

十

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
組
鞍
と
経
営

.

十

f

手
会
保
障

十
二

高
齢
者
に
対
す
る
支
援
と
介
謙
保
険
制
度

十
三

障
害
者
に
対
す
る
支
援
と
障
害
者
自
立
支
援
制
度

十
四

児
童
や
家
庭
に
対
す
る
支
援
と
児
童

･
家
庭
福
祉
制
度

十
五

低
所
得
者
に
対
す
る
支
援
と
生
活
保
護
制
度

十
六

保
障
医
療
サ
ー
ビ
ス

十
七

就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス

十
八

権
利
擁
頚
と
成
年
後
見
斜
度

十
九

更
生
保
護
制
度

(試
験
科
目
の
免
除
)

第
五
条
の
二

精
神
保
健
福
祉
士
で
あ
っ
て
､
社
会
福
祉
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
対
し
て
は
'
そ
の
申
請
に
よ
り
､
第
五
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
試
敬

の
科
目
の
う
ち
､
厚
生
労
働
力
酎
飼
笥

叫
利
別
を
免
除
す
る
.

(厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
)

第
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
､
次
の
と
お

り
と
す
る
｡

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
法
第
三
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

文
部
矧
朝
射
創
.萄

社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目

(以
下

こ
の
条
に
お
い
て

｢指
定
科
目
｣
と
い
う
｡
)
を
修
め
て
､
学
校
教
育
法
第
百

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院

へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

四

児
童
福
祉
論

五

社
会
保
障
論

六

公
的
扶
助
論

七

地
域
福
祉
論

八

手
会
福

援
助
技
術

州
~
心
魂
判

十

社
会
学

十

一

法
学

十
二

医
学

一
般

十
三

介
護
概
論

(試
験
科
目
の
免
除
)

第
五
条
の
二

精
神
保
健
福
祉
士
で
あ
っ
て
､
社
会
福
祉
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
対
し
て
は
'
そ
の
申
請
に
よ
り
'
第
五
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
試
験

の
科
目
の
う
ち
､
社
会
福
祉
原
論
､
社
会
保
障
論
､
公
的
扶
助
論
､
地
域
福
祉
論

蜜

蝋
を
免
除
す
る
.

(厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
)

第
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
､
次
の
と
お

り
と
す
る
｡

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
法
第
三
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

葛

画
料
矧
憩
刊
｣引
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目

(以
下
こ
の
条
に
お
い

て

｢指
定
科
目
｣
と
い
う
｡
)
を
修
め
て
'
学
校
教
育
法
第
百
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
大
学
院

へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

2



ニ
ー
七

略

(

介
強
福
祉
士
試
.&
の
受
験
資
格
)

第
二

十

一
兵

法
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定

め
る
も
の
は
'

学

校

育
法
に
よ
る
高
等
･..TL
按
又
は
中
等
教
育
学

校
に
お
い
て
､

社
会
福
祉
士
介

言

､

貝

文

科
･1
省
/

労

働
省
令
第

号

)
別
表
第
五
に

定
め
る
高
等
学

校
等
に
係
る
教

科
目
及
び
単
位
数
を
修
め
て

､

同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規

疋
に

よ
り
大
学

へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
と
す

る
C

(

介
護
福
祉
士
試
験
)

第
二
十
二
条

介
護
福
祉
士
試
験
は
'
筆
記
及
び
美
技
の
方
法
に
よ
り
行
う
｡

2

実
技
試
験
は
､
筆
記
試
験
に
合
格

し
た
者
に
限
り
､
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

3

法
第

E]十
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
､
実
技
試
験
を
免
除

す
る
.

4

(略
)

第
二
十
三
条

筆
記
試
験
は
､
人
間~
勃

領
域
'
介
護
の
領
域
及~
叫
こ
君

か
ら
だ
の
し
く
み
の
領
域
に
琶
す
る
知
識

及
び
技
能
に
つ
い
て
行
う
O

2

実
技
試
験
は
､
介
護
等
に
関
す
る
専
門
的
技
能
に
つ
い
て
行
う
｡

(介
護
技
術
講
習
)

第
二
十
三
条
の
二

介
護
技
術
講
習
の
実
施

に
当
た

つ
て
は
､
次

の
各
号

に

掲
げ
る

要
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
o

一
～
五

(略
)

ニ
ー
七

略

(介
護
福
祉
士
観
劇

の
曳

観
鄭
格
)

第
二
十

一条

法
第
四
十
条

第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定

め
る
も
の
は

次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
吋
該
当
す
る
者
と
す
曳

1

.｢
~
習
除
く
｡
次
号
に
お
い
て
同
じ
｡

)
に
お
い
て
別
表
第

一
に
定
め
る
.
科
目
及
び

単
位
数
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

｣.｢
.笥

d

定
め
る
教
科
目
及
び
単
位

数
を
修
め
て
'
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ

り
大
学

へ
の
入
学

を

認
め
ら
れ
た
者

三

学
校

育
法
に

よ
る
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科

(修
業
年
限

二
年
以
上
の
も
の

に
限
る
Q
)

に
お
い
で

別
表

凍

土
止
賓

る

科
目

及

単
位

数
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

(介
護
福
祉
士
試
験
)

第
二
十
二
条

介
護
福
祉
士
試
験
は
､
筆
記
及
び
実
技
の
方
法
に
よ
り
行
う
｡

2

実
技
試
験
は
'
筆
記
試
験
に
合
格

し
た
者
に
限
り
'
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
0

3

(

略
)

第
二
十
三
条

筆
記
試
験
は
､
細
山

矧繊
細
1
割
萄

叫

び
に
介
護
等
に

関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
専
門
的
技
能
に

つ
い
て
行
う
｡

2

実
技
試
験
は
､
介
護
等
に
関
す
る
専
門
的
技
能
に
つ
い

て
行
う
｡

(介
護
技
術
講
習
)

第
二
十
三
条
の
二

介
護
技
術
講
習
の
実
施
に
当
た

つ
て
は
､
次

の
各
号

に

掲

げ
る

要
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
｡

f
～
五

(略
)

3



2

第
二
十
二
条
第
四
項
の
届
出
は
､
介
護
技
術
講
習
を
実
施
す
る
日
の
属
す
る
午

度
に
お
け
る
す
べ
て
の
介
護
技
術
講
習
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類

(次
項
に
お
い
て

｢介
護
技
術
講
習
実
施
届
出
書
｣
と
い
う
C
)

を
､
当
該
年
度
開
始
前
に
､
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
.

一
～
八

(略
)

3

介
護
技
術
講
習
の
実
施
者
は
､
介
護
技
術
講
習
実
施
届
出
書
の
内
容
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
､
あ
ら
か
じ
め
'
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
理
由
を
記

載
し
た
書
面
に
､
変
更
後
の
介
護
技
術
講
習
実
施
届
出
書
を
添
え
て
'
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡

4

介
護
技
術
講
習
の
実
施
者
は
'
介
護
技
術
講
習
を
実
施
し
た
と
き
は
'
遅
滞
な

く
'
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
'
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

I
～
四

(略
)

5

(
略
)

第
三
章

雑
則

(権
限
の
委
任
)

第
二
十
八
条

法
第
四
十
八

条
の

二
及
び
令

第
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
'
次
に
掲

げ

る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

(同
の
設
置
す
る
学

校
又
は
兼
戒
施
設
に
係
る
も
の
を

除
く
｡
),
は
'
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
.

た
だ
し
､
厚
生
労
働
大
臣

が
第
E
]

割

出
矧
研

る
権
限
を
自
ら
行

う
こ
と
を
妨
げ
瑚
叫

r

法
第
七
粂
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三

十
九
条
第

一
号
か
ら
第

三
号

ま
で
に
規
定
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
の
指
定
に
関
す
る
権
限

二
令

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
八

条
に
規
定
す
る
権
限

三
令

第
六

条
及
び
第
七
条
に
規
定

す
る
権
限

(学

校
に
係
る
も
の
を
除
く
O
)

掛

合

第
六

条
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
権
限

(学
校
に
係
る
も
の
に
限
旬

J

2

法
第
四
十

八
条

の
二
及
び
萄

五
条
の
規
定
に
よ
り
､
前
項
に
規
定
す
る
権

限
は
､
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
｡
た
だ
し
､
地
方
厚
生
局
長
が
当
該

権
限

第
二
十
二
条
第
三
項
の
届
出
は
､
介
護
技
術
講
習
を
実
施
す
る
日
の
属
す
る
年

度
に
お
け
る
す
べ
て
の
介
護
技
術
講
習
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類

(次
項
に
お
い
て

｢介
護
技
術
講
習
実
施
届
出
書
｣
と
い
う
｡
)

を
'
当
該
年
度
開
始
前
に
､
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支~
倒
封
~
司

地

方
厚
生
局
長
等
｣
と
い
う
｡
)
を
経
由
し
て
､
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
｡

一

～
八

(略
)

介
護
技
術
講
習
の
実
施
者
は
､
介
護
技
術
講
習
実
施
届
出
書
の
内
容
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
､
あ
ら
か
じ
め
'
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
理
由
を
記

載
し
た
書
面
に
'
変
更
後
の
介
護
技
術
講
習
実
施
届
出
書
を
添
え
て
､
地
方
厚
生

局
長~
矧
封
組
曲
u
可
'
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

介
護
技
術
講
習
の
夷
施
者
は
､
介
護
技
術
講
習
を
実
施
し
た
と
き
は
､
遅
滞
な

く
､
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
要

､
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一
～
四

(略
)

(略
)

第
三
章

雑
則

4



を
自

ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い

｡

3

第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
て
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

の
権

限
は
､
堆
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
｡

4

前
項

の
規
定

に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
'
地
方
厚
生
支
局

長
に
委
任
す
る
o

た
だ
し
､
地
方
厚
生
局
長
か
当
.｣㍑
権
限
を
LLn
ら
行
う
こ

と
を
妨

げ
な
い

｡
附

則

‖
~

こ
の
省
令
は
'

昭
和
六

十
三
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

2

汝
第
四
十
八
条
の
二
及

び
令
第
十
五
条
の
規
定

に
よ

り
'
次
に
掲

げ
る
厚
生
労

働
大
臣
の
権
限
~署

封

除
く
｡
)
は
､
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
｡
た
だ
し
'
厚
生
労
働
大
臣

が
第
三

号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
む
矧
げ
瑚
い

.

一

法
附
則
第
二
条
第

一
項

に
規
定

す
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学

校

の

指
定
に
関
す
る
権
限

二

令
附
則

第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
令

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及

第
八

条
に
規
定
す
る
権
限

三

令
附
則
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
令
第
六

条
及
び
第
七
条
に
規
定

す
る
権

楓

3

法
第
四
十
八
条
の
二
及
び
令

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
､
前
項
に
規
定

す
る
揺

限
は
､
地
方
厚
生
支
局
長

に
委
任
す
る
｡
た
だ
し
､
地
方
厚
生
局
長

が
当
該
権
限

を
自
ら
行
う
こ

と
を
妨
げ
な
い

｡

(削
除
)

附

則

こ
の
省
令
は
'
昭
和
六
十
三
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

別
表
第

一

(第
二
十

一
条
関
係
)

智 敬料

i

冒礎 .∠ゝ

∠ゝ介 蒜譲 祉

つて
宿

度 礎



A⊂コ計 毒l 霊l

香 家 社 社 寺-

A A ∠ゝ塞 総 ココ宿 i宿
コ言宿堰 Aロ 祉 祉 型

学習習助
技
術

引
4l4l416ー4l

備
考

単
位
に

つ
い
て
は
､

1単
位
時
間
を
五
十
分
と
し
､

一
個
学

年
三
十
五
単
位

顧
問
の
憩

乗
を

I単
位
と
し
て
計
算
す
る
J

の
と
す
卑

た
だ
し
､
通
信

制
の

楓
粗
相
封
切

割
判
倒

司

祖
会

矧
地
割

ヨ

添
削

指
勢
コ

回
及
び
面
接
指
導
八
単
位
時
間
を

!単
位
と
し
て
､
社
会

福
祉
実
習
以
外
の
料

目
に
あ
つ
て
は
添
削

指
導
三
回
及
び
面
接
指
導

二

単位時間を一単位として計算するものとする｡別表第二(第二十一条関係)家政学概妻冬心社理 会学 福祉演 社A7て宿祉実 社.∠ゝコ=揺祉援 障卓亡:コ者宿祉

老人宿祉寺∠ゝ社.∠ゝつて宿祉原

社Aコ言宿

祉概

料

p
間 ヨ刃El管 助 請 p冊 ′､請

請技 及節 び社



様
式
第

一
(
第
6
条
関
係
)

(裏
面
)

様
式
第

五

(
第
24
粂
関
係
)

(表
面
)

｣
劃

~

備
考

単

位
に

つ

い
て
は
､

一
単
位
時
間
を
五
十
分
と



○
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則

(昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)

(第
二
粂
関
係
)

改

正

案

祖
会

福
祉
士
介
謝
矧
地
裁

固
執

指
定
観
則

(
こ
の
省
令
の
趣
旨
)

第

一
粂

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
｡
以

下

｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
七
粂
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
九
条
第

一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
親
戚
樹
甜
｣
判

樹
謝

育
法

(昭
和
二
+
]司

法
律
第
二
十
六

号
)
第

一
条
に
規
定
す
る
学

校
に
附
設
さ

れ
る
同
法
第
百
二
十
四

条
に
規
定
す
る

専
修
学
校
及
び
同
法
第
百
三

十
田
条
第
1

項
に
規
定
す
る
各
種
学

校
を
除
く
｡
)
の
指
定

(第
十

一
条
第

一
項
に
お
い

て

｢指
定

｣
と
い

う
｡
)
に

関
し
て
は
'
社
会

福
祉
士
魂

び
介
護
福
祉
士
鼓
施
行
令

(昭
和
山笥

一年
政
令
第

四
百
二
号
O
以
下

｢令
｣

と
い

う
｡
)
に
定
め
る
町
叫
Jm叫｣岬
即
､
こ
の
省
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(養
成
課
程
)

第
二
粂

法
第
七
粂
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
雪

養
成
施
設
に

お
け
る
養
成
課

程
は
､
昼
間
課
程
､
夜
間
課
程
及
び
通
信
課
程
と
す
る
｡

2

笥

引
養
成
施
設
に
お
け
る
養

成
課
程
は
､
昼
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
と
す
る
｡

3

矧
.コ
矧
に
規
定
す
る
昼
間
課
程
､
夜
間
課
程
及
び
通
信
課
程
は
'
併
せ
て
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
｡
甜
功
に
規
定
す
る
昼
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
つ
い

て
も
'

同
様
且

引
句
1

現

行

組
山
村
樹
抽
出
剤
護
福
祉
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則

(

こ
の
省
令
の
趣
旨
)

第
7

条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
O
以

下

｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
七
粂
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
九
条
第

一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
学
校
又
は
養
成
施
設
の
指
定
に
関
し
て
は

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

2

前
項
の
学

校
と
は
､
学
校
教

育
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

)
第

一

条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
こ
れ
に
附
設
さ
れ
る
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る

専
修
学
校
又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
各
種
学

校
を
い

う
｡

(養
成
課
程
)

第
二
条

組
会

矧
砧
出
血
観
劇
封
掃
引
朝
樹
刃
仙叫
養
成
施
設
に
お
け
る
養
成
課
程
は

､
昼
間
課
程
､
夜
間
課
程
及
び
通
信
課
程
と
す
る
｡

2

賀

川魂
周
到
珂
引
出笥
樹
刃
仙川
養
成
施
設
に
お
け
る
養
成
課
程
は
､
昼

間
課
程
及
び
夜
間
課
程
と
す
る
｡

3

甜
ヨ
頑

に
規
定
す
る
昼
間
課
程
'
夜
間
課
程
及
び
通
信
課
程
は
'
併
せ
て
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
｡

(指
定
の
申
請
手
続
)

第
三

粂

学
校
又
は
養
成
施
設

(以
下
こ
の
条
､
第
七
粂
及
び
第
十
二
条
に
お
い

て

一養
成
施
設
等
｣

と
い

う
｡
)
の
指
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
そ
の
設
置

者
は
､
次
に
掲
げ
る
事
項

(公
立
の
養
成
施
設
等
に
あ

つ
て
は
､
第
十

一
号
に
掲

8



げ
る
事
項
を
除
く
O
)
を
記
載
し
た
当
該
指
定
を
行

う
大
臣
に
対
す
る
申
請
書
を

矧
ガ
画
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
司

｢地
方~
劇
封

局
長
等
｣
と
い
.}
ir

)
を
経
由
し
て
､
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一
設
置
者

の
氏
名
及
び
住
所

(法
人
に
あ
つ

て
は
､
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

内
粛

山他
山
笥
ー

二

名
称

三

位
置

四

設
置
年
月
日

ヨ

則

六

長
の
氏
名
及
び
履
歴

廿

教
員
の
氏
名
､
履
歴
及
び
担
当
科
目
並
び
に
専
任
又
は
兼
任

の
別

八

校
舎
の
各
室
の
用
途
及

面
横
並
び
に
建
物

の
配
置
図
及
び
平
面
図

東

面
封

矧

矧
叫
観

械
器
具
'
楓
劃
剖
び
劇
司

川
副

錦

十

次
に
掲

げ
る
養
成
施
設
等

の
区
分
に
応
じ
､

そ
れ
ぞ
れ
次

に
定

め
る
事
項

イ

法
第
七
粂
第

二
号
に
規
定
す
る
社
会

福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
及
び
同
条

第
三
号
に
規
定
す
る
.～
会
福
祉
士

l
般
養
成
施
設
等

実
習
施
訊
叫

別封
珂
ー

所
在
地
､
設
置
者

の
氏
名

(法
人

に
あ

つ
て
は
､
名
称
)
及
び
設
置
年
月
日

並
び
に
当
謝
樹
観
山
お

け
るt
封
割
判
設

備
q
喝
司

1
実
習
をT
E
.フ
事
業

の
種

類
'
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
､
経
営

者

の
氏
名
(

法
人
に
あ

つ
て
は
'

名
称
)
並
び
に
開
始
年
月
日
又
は
実
習
を
行
う
市
町
村

(特
別
区
を
含

む
｡

以
下
同
じ
｡
)

の
名
称

ロ

法
第
三
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
三

号

ま
で
に
短
Llt
Jす
る
養
成
施
F.'ji等

実

習
施
設
の
名
称
､
所
在
地
､
設
置
者

の
氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
)

及
び
設
置
年
月
日
並
び
に
当
該
施
設
に
お

け
る
実
習
用
設
備
の
概
要
又
は
実

習
を
行
う
事
業

の
種
類
､
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

経
営
者

の
氏
名

(

法
人
に
あ

つ
て
は
､
名
称
)
並

に
開
ー
ロ
年
月
日

十

一

収
支
予
算
及
び
向
こ
う
二
年
間
の
財
政
計
画

2

前
項
の
申
請
番
に
は
'
同
項
第
十
号

イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
施
設
､

町
村
に
お

け
る
実
習
を
承
諾
す
る
旨

の
当
該
施
設

の
設
置
者

当
該

者

又
は
当
該
市
町
村

の
長
の
東
諒

書
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

業
又
は
市

業

の
経
営

9



(社
会
福
祉
士
の
養
成
施
設
の
指
定
基
準
)

矧
ヨ
剣

法
第
七
粂
第
二
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

(別
表
第

一及
び
別
魂
粛

ヨ
叫

お
い
て
r

会
福
祉
士
l
期
養
成
施
設
｣
と
い
う
U

)
に
係
る
令
第
二
条
に
規
定

刊
忍
‥習

凪
叫
剖
基
準
は
'
次
の
と
お
り
と
す
る
.

垂

養
成
施
設
等
に
あ

つ
て
は
､
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
'
次
に
掲
げ
る
事
項
を
申
請
書
に
記
載
し
､
か

つ
､
こ

れ
に
通
信
養
成
に
使

用
す
る
教
材
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.)

一
通
信
車
成
を
行
う
地
域

二

添
削

そ
の
他

の
指
導

の
方
法

三

面
接
授
業
実
施
期
間
に
お
け
る
講
義
室
及
び
演
習
室
の
使
用
に

つ

い
て
の
'

当
該
施
設
の
設
置
者
の
承
諾
書

四

課
程
終
了
の
認
定
方
法

(変
更
の
承
認
及
び
届
出
)

第
四
条

指
定

を
受

け
た
学

校
又
は
養
成
施
設

(以
下

｢指
定
養
成
施
設
等
｣

と
い

引
責

肌

課
程
'
入
学

定
員
又
は
入
所
定
員
及
び
学
級

数
に
関
す
る
事
項
に
限
る
U
)

｣

同

項
第
八

号
に

掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
同
項
第
十
号
イ
若
し
く
は

ロ
に
掲
げ
る
施
設

覇

川
村
町

村

又
は
同
条
第
三
矧
矧
｣
.笥

矧
周

到

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
'
地
方
厚
生
局
長
等
を
経
由
し
て
厚
生
労
働

大
臣
に
申
請
し
､
そ
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(】

2

前
条
第
二
項
の
規
定
は
､
前
項
に
規
定
す
る
同
条
第

7
項
第
十
号
イ
又
は

ロ
に

掲
げ

る
施
設
､
事
業
又
は
市

町

村

の
変
更
の
承
認
の
申
請
に
準
用
す
る
O

3

指
定
兼
成
施
設
等
の
設
置
者
は
､
前
条
第

7項
第

一
号

か

ら
第
三
号
ま
て
に
掲

げ
る
事
項
著
し
く
は
同
項
第
五
号
に

掲
げ
る
事
項

(修
業
年
限
､
養
成
課
程
､
入

学

定
員
又
は
入
所
定
員
及
び
学

級
数
に
関
す
る
事
項
を
除
く
O
)
又
は
同
条
第
三

項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る

村

の

内
容

に
変
更
か
あ

っ
た
と
き
は
､

一月
以
内
に
､
地
方
厚
生
局
長
等
を
経
由
し
て

､
厚
生
労
働
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(社
会

福
祉
士
矧
酬
親
戚~
樹
謝
朝

の
指
定
基
準
)

萄
剖
剣

法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
観
山
矧

楓
拙
虫
歯
矧
親
戚
矧
謝

萄
励
指t
封
叫基

準
は
'
次
の
と
お
り
と
す
る
O

10



一

畳
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
係
る
基
準

イ

刈
所
内
封
組
側
'
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
劃
せ
封
る~
JJ
d
日
刊
引
ち

の
で
あ
る
こ
と
O

U

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学

(短
期
大
学
を
除
く
｡
次
条
に
お
い
て
同

じ
D
)
に
お
い
て
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
碇
科
目

(以
下
77叫

司

r基
礎
科
目
｣
と
い
う
｡
)
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
そ
の
他

そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規

則

(昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
｡
以
下

｢施
行
規
則
｣
と
い

う
.
)
第

-
条
第
二
項
各
朝
出
国

利
者

^fB
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学

(修
業
年
限
が
三
年
で
あ
る
も
の
に

限
る
O
)
に
お
い
て
基
礎
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

(夜
間
に
お
い
て

授
業
を
行
う
学
科
又
は
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
を
卒
業
し
た
者
を

除
く
｡
)
そ
の
他
そ
の
昔
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

一
条
笥

功
利
割
出
矧
研
創
者
で
あ
っ
て
､
法
第
七
粂
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
施

設

(以
下

｢指
定
施
設
｣
と
い
う
｡
)
に
お
い
て

一
年
以
上
相
談
援
助
の

業
務
に
従
事
し
た
も
の

川
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
に
お
い
て
基
碇
科
目
を
修
め
て
卒
業

し
た
者
そ
の
他
そ
の
昔
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

一
条
笥

圃

劃

叫
矧
周
到
者
で
あ
っ
て
'
指
定
施
設
に
お
い
て
二
年
以
上
相
較
援
助

の
業
務
に
従
事
し
た
も
の

紬
社
会
福
祉
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
十
九
条
第

l
項

第
二
号
に
規
定
す
る~
親
戚
樹
矧

施
設
に
お
い
て
二
封
切
H
山相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の

糊
児
童
福
祉
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
に
定
め
る
児
童

憩
祉
司
､
身
体
障
害
者
福
祉
法

(昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
一｢葡

)
に
定
め
る
身
体
障
害
者
福
祉
司
'
社
会
福
祉
鮭
に
定
め
る
福
祉
に
画
す

る
事
務
所
に
置
か
れ
る
同
法
第
十
五
条
第

一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
所
員

知
的
障
害
者
福
祉
法

(昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
)
に
定
め
る

知
的
障
害
者
福
祉
司
並
び
に
老
人
福
手
法

(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三

十
三
号
)
第
六
粂
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
主
事
で
あ
っ
た
期

昼
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
係
る
基
準

イ

入
朝
兄
畑
九
習

矧
矧
珂
'
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と

｡
‖

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学

(短
期
大
学
を
除
く
｡
次
条
に
お
い
て
同

じ
｡
)
に
お
い
て
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
科
目

(以
下

｢基

礎
科
目
｣
と
い
う
｡
)
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則

(昭
和
六
十
二

年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
｡
以
下

｢施
行
規
則
｣
と
い
う
｡
)
第

一
条
矧

二
項
に
規
定
す
る
者

∽
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学

(修
業
年
限
が
三
年
で
あ
る
も
の
に

限
る
O
)
に
お
い
て
基
礎
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

(夜
間
に
お
い
て

授
業
を
行
う
学
科
又
は
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
を
卒
業
し
た
者
を

除
く
.
)
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

一
条
暫

叫

現
出
楓
割

引
者
で
あ
っ
て
､
法
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
施
設

(以
下

r指
定
施
設
｣
と
い
う
C
)
に
お
い
て

一
年
以
上
相
談
援
助
の
業

務
に
従
事
し
た
も
の

川
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
に
お
い
て
基
礎
科
目
を
修
め
て
卒
業

し
た
者
そ
の
他
そ
の
昔
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

一
条
斜
州
境

吋
矧
笥
州叫刊
到
着
で
あ
っ
て
､
指
定
施
設
に
お
い
て
二
年
以
上
相
談
援
助
の

業
務
に
従
事
し
た
も
の

ll



間
が
四
年
以
上
で
あ
る
者

口

修
業
年
限
は
､
六
月
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

ハ

教
育
の
内
容
は
'
別
表
第

一
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

ニ

別
表
第

1
に
定
め
る
観
潮
内
村
封
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を

有
し
､
か
つ
､
別

麦
第

二
の
上
欄
に
掲
げ
る
生
徒
の
総
定
員
の
区
分
に
応
じ

'
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
専
任
教
員
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す

る
こ
と
｡

ホ

ニ
の
専
任
教
員
の
う
ち

一
人
は
､
教
務
に
関
す
る
主
任
者
で
あ
る
こ
と
O

へ

二
の
専
任

員
の
う
ち

一
人
は
相
談
援
助
の
理
論
と
方
法
又
は
相
談
援
助

演
習
を
､

一
人
は
相
談
援
助
実
習
指
導
又
は
相
扶
援
助
実
習
を
教
授
で
き
る

封
司

q
｢

ト

相
談
援
助
演
習
､
相
談
援
助
実
習
指
導
又
は
相
談
援
助
実
習
を
教
授
す
る

教
員
は
'
次
に
掲
げ
者

の
い
ず
れ
か
で
あ
卦
J
と
｡

3

学
校
教
育

法
に
基
づ
く
大
学

(大
学
院
及
び
短
期
大
学

を
含
む
C
)

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
施
設
に
お
い
て
､

捜
､
准
教

授
､
助

又
は

詞

q
し
て
'
社
会

福
祉
士
の
養
成
に
係
る
実
習
又
は
演
習
の
指
導
に
関

し
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

S

学

校
教
育

法
に
基
づ
く
専
修
学
校

の
専
門
課
程
の
専
任
教
員
と
し
て
'

社
会

福
祉
封
の
養
成
に
係
急

R又
は
演
習
の
指
導

に
関t
u
d
年
以
上
の

経
験
を
有
す
る
者

川

社
会
福
祉
士
の
資
格

を取得
し
た
後
､
相
談
援
助

の
業
務
に
五
年
以
上

従
事

し
た
蓮
験
を
有
す

る

紬

社
会
福
祉
士

の
養
成

に係
る
実
習
及
び
演
習
の
教
員
と
し
て
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
修
得
さ

せ
る
た
め
に
行

う
講
習
会
で
あ
っ

て
'
厚
生
労
働

大
臣
が

別
に

定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し

て
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働

リl チ

大
臣
に
届
け
出
ら
れ
た
も
の
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
別

に
定

め
る
者

相
談
援
助
演
習
､
相
談
援
助
実
習
指
導
及
ひ
相
鉄
援
助
実
習
を
教
授
す
る

員
の
員
数
は
､
そ
れ
ぞ
れ
生
徒
二
十
人
に
つ

き

一
人
以
上
と
す
る
こ
と
｡

同
時
に
矧
割
引
行
う
学
級
の
薮

に
応
じ
､
必
要
な
数
捌
普
通
教
室
を
有
す

ニ ノヽ ロ

修
業
年
限
は
､
六
月
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

教
育
の
内
容
は
､
別
表
第

一
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

別
表
第

一
に
定
め
る
剖
利
別
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有
L

か
つ
'
別
表
第
二
に
定
め
る
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す
る
こ
と
｡
司
組

員
の
う
ち

一
人
は
､
教
務
に
関
す
る
主
任
者
て
あ
る
こ
と
｡

ホ

ニ
の
専
任
教
員
の
う
ち

一
人
は
社
会
福
祉
援
助
技
術
論
又
は
社
会
福
祉
援

助
技
術
演
習
を
､

I
人
は
社
会
福
手
援
助
技
術
現
場
実
習
指
導
を
敏
捷
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
｡

コ

常
習
矧
軸
援
助
技
術
演
習
が
学
生
二
十
人
以
下
で
実
施
が
可
能
と
な
る
数

の
教
員
を
有
す
る
こ
と
｡

ト

一
学
級
の
定
員
は
､
四
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
｡

チ

同
時
に
授
業
を
行
う
学
級
の
数
を
下
ら
な
い
数
の
専
用
の
昔
油
教
室
を
有

12



る
こ

と
｡

ヌ

少
な
く
と
も
生
徒
二
十
人
に

つ

き

ニ
ー二
の
割
合

で
､
相
談
援
助
演
習
を
行

惑

矧
骨
董
及
び
相
談
援
助
実
習
指
導
を
行
う
た
め
の
実
習
指
矧
封
封

そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
こ
と
O
た
だ
し
､
相
談
援
助
演
習
及

相
談
援
助
実
習
指

導
を
行

う
の
に
教
育
上
支
障
が
な
い

場
合

は
､
演
習
室

と
実
習
指
導
室
と
は

兼
用
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

ル

教
育
上
必
要
な
械
械
器
具
､
図
書
そ
の
他
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
｡

ヲ

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
又
は
事
業
の
う
ち
､
柑
組
観
劇
割
判

を
行
う
の
に
適
当
な
も
の

人
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
条
第

一
項
第
十
号
に
封

い
て

｢実
習
施
設
等
｣

と
い

う
｡
)
を
相
談
援
助
実
習
に
利
用
で
き
る
こ
と

O
た
だ
し
､
相
談
援
助
実
習
の

一
部
に
つ
い
て
は
､
相
談
援
助
実
習
を
行
う

の
に
適
当
な
市
町
村

(特
別
区
を
含
む
｡
以
下
同
じ
O
)
に
お
い
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
｡

ワ

実
習
施
設

等
に
お

け
る
相
談
援
助
実
習

小
判
町
村

州叫
河
川

竹
村
矧
薗
酬
曳

習

を
行

う
場
合

を
含

む
｡
カ
に
お
い

て
同
じ
｡
)

を
指
導
す
る
実
習
指
導
者

は
､
社
会
福
祉

士
の
栄
枯
を
取
得
し

た
後
､
相
談
伝
助
の
業
務
に
三
年
以
上

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
t
か

つ
､
実
習
指
導
者
を
養
成
す
る

た

め
に
行

う
講
習
会

で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別

に
定

め
る
基
準
を
満
た

す
も
の
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
ら
れ
た
も
の
を
修
了

し
た
者
で
あ
る
こ
と
｡

カ

一
の
実
習
施
設
等
に
お
け
る
相
談
援
助
実
習
に

つ
い

て
同
時
に
授
業
を
行

う
生
徒
の
数
は
､
そ
の
指
導
す
る
実
習
指
導
者

の
員
数
に

を
乗
じ
て
得
た

数
を
上
限
と
す
る
こ
と
｡

ヨ

専
任
の
事
務
職
員
を
有
す
る
こ
と
｡

タ

管
理
及
び
維
持
経
営
の
方
法
が
確
実
で
あ
る
こ
と
0

レ

入
所
し
'
又
は
し
暑

他

の
事
項
に
関
す
る
情
報
が

開
示

さ
れ
て
お
り
､
当
該
開
示

さ
れ
た
情
報
拙
｢

虚
偽
又
は
誇
大
な
も
の
で
あ

っ廿
融
雪

一

す
る
こ
と
｡

リ

少
な
く
と
も
学
生
二
十
人
に
つ
き

一
室
の
割
合
の
済
習
室
を
有
す
る
こ
む
｡

ヌ

社
会
福
祉
援
助
技
術
現
場
実
習
指
導
を
行
う
た
め
の
実
習
指
導
室
を
有
す

る
こ
と
o

ル

教
育
上
必
要
な
機
械
器
具
'
図
書
そ
の
他
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
｡

ヲ

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
又
は
事
業
の
う
ち
､
地
山
可矧
姐
観
劇

技
術
現
場
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
も
の
を
地
山
封矧
姐
観
劇
封
㈲
矧
署

に
利
用
で
き
る
こ
と
.
た
だ
し
､
粗
金
繊
細
観
劇
組
術
現
場
実
習
の
r
部
に

つ
い
て
は
､
社
会
福
祉
援
助
技
術
現
場
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
市
町
村
に

お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡

ワ

手
会
福
祉
援
助
技
術
現
場
実
習
を
行
う
施
設
又
は
事
鼎
山
塊
劃

剰
一叫
叫

数

(市
町
村
に
お
い
て
社
会
福
祉
援
助
技
術
現
場
実
習
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
'
当
該
市
町
村
の
数
を
含
む
o
)

は'
社
会
福
祉
援
助
技
㈲
現
署

矧

の
必
要
な
学
生
数
の
五
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

カ

社
会
福
祉
援
助
技
術
現
場
実
習
に
つ
い
て
適
当
な
実
習
指
導
者
の
指
導
が

行
わ
れ
る
こ
と
｡

ヨ

専
任
の
事
務
職
員
を
有
す
る
こ
と
｡

タ

管
理
及
び
維
持
経
営
の
方
法
が
確
実
で
あ
る
こ
と
.
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二

通
信
課
程
に
係
る
基
準

イ

前
号
ィ
､
ロ
､
H
"~
列
司

叫
叫
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
｡

ロ

印
刷
教
材
は
'
別
表
第
三
叫
矧
剛
コ
州
側

に
定
め
る
各
科
目
に
つ
い
て
､

表
頑
固
固
執
の
楓
に
定
め
る
噂
固
執
以
上
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
内
容
が
次
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

〓

(略)

川u∽
統
計
そ
の
他
の
資
料
が
新
し
く
､
か
つ
'

信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
O

川

(略
)

パ

印
刷
教
材
に
よ
る
授
業
に
お
け
る
指
導
は
'
通
信
指
導
及
び
添
削
指
導
と

L
t
そ
の
方
法
が
次
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

‖
(略)

∽
添
削
指
導
は
'
別
表
第
三
叫
矧
｣剛
州
側

に
定
め
る
各
科
目
の
う
ち
印
刷

教
材
に
よ
る
授
業
の
時
間
数
に
定
め
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て

一
回
以
上
行

う
こ
と
と
し
､
添
削
に
当
た
つ
て
は
､
採
点
､
講
評
'
学
習
上
の
注
意
等

を
記
入
す
る
こ
と
｡

ニ

面
接
授
業
の
内
容
は
'
別
表
第
三
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

ホ

面
接
授
業
は
､
養
成
施
設
が
自
ら
行
う
こ
と
｡

7

別
表
第
三
に
定
め
る
笥

州川封
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有

し
､
か
つ
､

一
人
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す
る
こ
と
｡

H

講
義
室
が
画
封
筒
司
爪叫
実
施
期
間
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
o

チ~

少
な
く
と
も
封
組

二
十
人
に
つ
き

I
室
の
割
合
で
､
相
談
援
助
副
骨
を
行

う
た
め
の
演
習
室
及
び
相
較
援
助
実
習
指
導
を
行
う
た
め
の
実
習
指
導
室
が

固
矧
血
盟
司
州叫
実
施
期
間
に
価
小
座
屈

河

確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡
対

し､
相
談
援
助
演
習
及
び
相
談
援
助
実
習
指
導
を
行
う
の
に

育
上
支
障
が

な
い
場
合
は
､
演
習
室
と
実
習
指
導
室
と
は
兼
用
と
す
る
こ
と
が
て
き
る
｡

列

実
習
の
内
容
は
､
別
表
第
三
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

ヌ

事
務
職
員
を
有
す
る
こ
と
｡

二

通
信
課
程
に
係
る
基
準

イ

前
号
ィ
､
ロ
'
7
.1
引
刑
引
別
封
羽
風
明
列
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
｡

ロ

印
刷
教
材
は
､
別
表
第
三
に
定
め
る
各
科
目
に
つ
い
て
､
同
表
に
定
め
る

喝
矧
以
上
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
内
容
は
次
に
よ

も
の
で
あ
る
こ
と
0

日

(略)

‖H∽
統
計
そ
の
他
の
資
料
が
新
し
く
､
か
つ
､
樹
劇
剖

叫
も
の
で
あ
る
こ

と
｡
川

(略)

ハ

面
接
授
業
の
内
容
は
､
別
表
第
三
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

T

滴
倒
矧
矧
叫に
お
け
る
指
導
は
'
通
信
指
導
及
び
添
削
指
導
と
し
､
そ
の
封

法
は
､
次
に
よ
る
こ
と
｡

‖

(略)

∽
添
削
指
導
は
'
別
表
第
三
に
定
め
る
各
科
目
に
つ
い
て

一
回
以
上
行
う

こ
と
と
し
､
添
削
に
当
た
つ
て
は
､
採
点
､
講
評
､
学
習
上
の
注
意
等
を

記
入
す
る
こ
と
｡

ホ

別
表
第
三
に
定
め
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有
し

､
か
つ
'
｣
.刃
也
朝
笥

こ
と
｡

7

講
義
室
が
回
国
矧盟
剰
実
施
期
間
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡

〓

少
な
く
と
も
朝
封

二
十
人
に
つ
き

-
室
の
酬
創
内
観
矧
劃
刑
封
樹
矧
親
実

施
期
間
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡

チ

実
習
の
内
容
は
､
別
表
第
三
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

14



筒

矧
剣

法
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

(別
表
第

-
及
び
別
表
第
三
に

お
い
て

｢手
全
福
祉
士

一
般
養
成
施
設
｣
と
い
う
｡
)
に
係
る
令
第
二
条
に
規
定

可
利
男
矧
到
ヨ
q
封
到
引
基
準
は
､
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

一

畳
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
係
る
基
準

イ

入
所
の
資
格
は
､
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
｡

‖

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
を
卒
業
し
た
者
そ
の
他
そ
の
昔
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

一
条
第
三
項
創
刊
州叫
矧
珂
引
者

∽
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学

(修
業
年
限
が
三
年
で
あ
る
も
の
に

限
る
｡
)
を
卒
業
し
た
者

(夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
科
又
は
通
信

に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
を
卒
業
し
た
者
を
除
く
.
)
そ
の
他
そ
の
昔
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

1
条
矧
山川蘭
創
智

倒
研
引
者
で
あ
っ

て
､
指
定
施
設
に
お
い
て

l
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の

川
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者

そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

一
条
観
山
剰
割
判
州叫

掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
'
指
定
施
設
に
お
い
て
二
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務

に
従
事
し
た
も
の

は
指
定
施
設
に
お
い
て
四
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
者

口

修
業
年
限
は
､

一
年
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

ハ

教
育
の
内
容
は
'
別
表
第

一
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
O

ニ

別
表
第

一
に
定
め
る
習

相
承
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有

L
t
か
つ
'
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
生
徒
の
総
定
員
の
区
分
に
応
じ
'

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
専
任
教
員
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す
る

こ
と
｡

村

こ
の
専
任
教
員
の
う
ち

r
人
は

教
務
に
関
す
る
主
任
者
で
あ
る
こ
と
｡

7

二
の
専
任
教
員
の
う
ち

一
人
は
観
相
組
笥

筒
袖
=
封
矧
劃
吋
矧
刊
引
封

接
と
介
護
保
険
制
度
､
障
害
者
に
対
す
る
支
援
と
障
害
者
自
立
支
援
制
度
､

児
童
や
家
庭
に
対
す
る
支t
歯
と
児
劃

･
家
庭
福
祉
制
度
又
は
低
所
得
者
に
対

(手
会
福
祉
士

一
般
養
成
施
設
等
の
指
定
基
準
)

矧
山川
剣

法
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
司

線
番
成
施
設
等
の
指
粛
基

準
は
､
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

一

畳
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
係
る
基
準

イ

入
朝
司

川一句
叫
封
科
料
'
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

ニ ノヽ ロ
と

｡

川

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
を
卒
業
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

一
条
第
三
項
創
刊
｣恩
盟
州叫割
引
者

S
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学

(修
業
年
限
が
三
年
で
あ
る
も
の
に

限
る
｡
)
を
卒
業
し
た
者

(夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
科
又
は
通
信

に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
を
卒
業
し
た
者
を
除
く
｡
)
そ
の
他
そ
の
昔
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

-
条
矧
山川痢
山
塊
創
刊
引
者
で
あ

っ
て

'
指
定
施
設
に
お
い
て

一
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の

川
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者

そ
の
他
そ
の
昔
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
第

-
条
封

叫
珂
州叫
謝
恩
相

可
到
着
で
あ
っ
て
'
指
定
施
設
に
お
い
て
二
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に

従
事
し
た
も
の

は
指
定
施
設
に
お
い
て
四
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
者

修
業
年
限
は
､

一
年
以
上
で
あ
る
こ
と
O

教
育
の
内
容
は
'
別
表
第

一
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

別
表
第

1
に
定
め
る
創
利
別
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有
し

､
か
つ
､
別
封
矧
コ
d
励
めt
引
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す
る
こ
と
｡
朝
田

教
員
の
う
ち
j
人
は
､
教

務
に
関
す
る
主
任
者
で
あ
る
こ
と
q

ホ

二
の
専
任
教
員
の
う
ち

一
人
は
祖
尋

問
害
者

福
祉
論
又
は
児
童
福
祉
論
を
､

1
人
は
祖
封
矧
軸
矧
醐
山矧
御
矧
｣刃
mW祖
会
商

舶
観
劇
封
御
測
割
を
二

人
は
地
山封矧
組
観
劇
線
材
矧
君

恩
苛
を
教
授
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す
る
支
援
と
生
活
保
護
制
度
を
､

一
人
は
相
談
援
助
の
基
盤
と
専
門
職
'
相

談
援
助
の
理
論
と
方
法
又
は
相
談
援
助
演
習
を
､

1
人
は
相
談
援
助
実
習

は
軸
組
矧
劃

矧
潮
を
教
授
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
c

H

前
条
第

一
号
H
糾
い到
叫
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〇

二

通
信
課
程
に
係
る
基
準

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

ロ

前
条
第

1
号
ト
'
チ
'
ヲ
か
ら
カ
ま
で
､
タ
及
び
レ
並
び
に
同
条
第
二
号

ロ
か
ら
列
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

(介
護
福
祉
士
朝
地矧
飼
矧
蘭

の
指
定
基
準
)

矧
封
剣

法
第
三
十
九
条
第

t
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

(別
表
第
四
に
お
い
て

｢

第

l
Dk･養
成
施
設
｣
と
い
う
｡
)
に
係
る
令
第
二
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定

朝
引
基
準
は
'
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

一

入
所
の
資
格
は
､
学
校
教
育
法
第
九
十
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入

学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

二

修
業
年
限
は
､
二
年
以
上

(夜
間
課
程
に
あ
つ
て
は
'
三
年
以
上
)
で
あ
る

こ

と

｡

三

教
育
の
内
容
は
､
別
表
第
四
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

四

別
表
第
四
に
定
め
る
習

州川封
を
教
投
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有

し
､
か
つ
､
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
生
徒
の
総
定
員
の
区
分
に
応
じ
､
そ

れ
香
れ
画
表
の
下
欄
に
定
め
る
専
任
教
員
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す
る
こ

と
｡

五

前
号
の
専
任
教
員
は
'
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
｡

イ

介
護
福
祉
士
､
医
師
､
保
健
師
､
助
産
師
､
看
護

又
は

会
福

士
の

賢
格
を
取
得

し
た
役
五
年
以
上
の
実
務

敦
を
有
す
る
者

ロt
~
封
樹
朝
刊
封
d
基
づ
く
大
学

(大
学
院
及
び
短
期
大
判
ヨ

叫

で
き
る
者

で
あ
る
こ
と
｡

7
前
条
第

一
号
べ
利
引
列
ま
で
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
｡

二

通
信
課
程
に
係
る
基
準

イ

前
号
イ
及
び

ロ
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

ロ

前
条
第

一
号
7
.1

列
叫

引
別
封

司

劇
明

列
並
び
に
同
条
第

二
号

ロ
か
ら
列

ま
で
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る

こ
と
｡

(介

護
福
祉
士
養
成
施
設
等
の
指

定
基
準
)

矧
廿
剣

法
第
三
十
九
条
第

一
号

の
養
成
施
設
等
の
指
定
基
準
は
､
次
の
と
お
り
と

す
る
O

一

朝
樹
観
謝
封

第~
判

型

司

コ
矧
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入
学

す
る
こ
と
が
で

き
る
者

人蘭
魂

三
十
九
条
第

一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働

大
臣
の
指
定

を
受

け
よ
う
と
す
る
学

校

が
大
学

で
あ
る
場
合
に
お
い

て
､
当
該

大
学
が
学

校
教
育
法
第
九
十
条
第
二

項
の
規
定

に
よ
り
'
当
該
大
学
に
入
学
さ

せ
司

で
あ
る
こ
と
習

川融
Jm
J矧
樹
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
｡

二

修
業
年
限
は
､

二
年
以
上

(夜
間
課
程
に
あ

つ
て
は
ヨ
司

以
上
)
で
あ
る
こ

と
｡

三

教
育

の
内
容
は
､
別
表
第
四
に
定
め
る
も

の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

四

別
表
第
四
に
定
め
る
剖
利
別
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数

の
教
員
を
有
L
t

か
つ
､
別
表
第

二
に
定
め
る
数
以
上

の
専
任
教
員
を
有
す
る
こ
と
｡

五

前
号
の
専
任
教
員
で
あ

っ
て
別
表
第
四
に
定

め
る
科
目
の
う
ち
社
会
福
祉
援

助
技
術
､
社
会

福
祉
援

助
技
術
演
習
､
介
護
概
論
へ
介
護
技
術
'
形
態
別
介
護

樹
紺
､
介
護
実

習
又
は
介
魂

実
習
指
導
を
教
矧
す
鼠

｣喝
=
画
地
労
働
大

が
別
に

定

め
る
基
準
を
満
た
す
講
習
会

に
お
い

て
､
専

任
教
員
た
る
に
必
要
な
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南
朝
朝
田
笥
校
に
お
い
て
､
敏
捷
'
准
教
授
､
助
教
又
は
講
師
と
し
て
､
そ

の
担
当
す
る
教
育
に
関
し
教
授
す
る
資
格
を
有
す
る
者

ハ

学
校
敦
育
法
に
基
づ
く
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の

員
と
し
て

､
その
担

当
す
る
教
育
に
関
し
三
年
以
上
叫
矧
困
到
割
引
朝
刊刊

六

第
四
号
の
専
任
教
員
の
う
ち

l
人
は
､
別
封
矧
矧
笥

コ
H
叫

区
分
に
お
け
る
教
育
課
程
の
編
成
等
の
教
務
に
関
す
る
虫
佳
肴
と
し
へ
専
任
教

員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
行
う
講
習
会
で
あ
り

て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
届

け
出
ら
れ
た
も
の
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢専
任
教
員
醍
程
修
了

者
等
｣
と
い
う
｡
)
で
あ
っ
て
t
か
つ
'
法
第
三
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
に
規
定
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
の
専
任
教
員
と
し
て
三
年
以
上
の
経
験

を
有
す
る
者
を
置
く
こ
と
O

七

別
表
第
四
の
人
間
と
社
会
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
を
教
授
す
る
専

任
教
員
の
う
ち
T
人
は
'
当
該
領
域
に
お
け
る
一
貫
性
及
び
観
｣
他
が
魂
楓
ざ

れ
た
科
目
の
編
成
'
授
業
の
運
営
等
に
つ
き
兼
任
を
有
す
る
者
と
し
､
第
五
号

イ
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
専
任
教
員
課
程
修
了
者
等
で
あ
る
も
の
､
又
は
同

号
口
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る
者
を
置
く
こ
と
｡

八

別
圭芸
界
四
の
介
護
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
LtZを
教
授
す
る
専
任
教
員

は
'
専
任
教
員
課
程
修
了
者
等
で
あ
る
と
と
も
に
､
そ
の
う
ち

一
人
は
､
当
該

領
域
に
お
け
る

一
貫
性
及
び
統

一
性
が
確
保
さ
れ
た
科
目
の
編
成
'
授
業
の
運

営
等
に
つ
き
責
任
を
有
す
る
者
と
し
､
介
護
福
祉
士
の
栄
枯
を
取
得
し
た
接
五

年
以
上
の
冥
詩
経
崇
を
有
す
る
者
を
置
く
こ
と
t'

九

別
表
第
四
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
た
の
し
く
み
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容

を
教
授
す
る
専
任
教
員
の
う
ち
l
人
は
､
当
訪
領
域
に
お
け
る
一
貫
性
及
ひ
綻

一
性
が
砕
保
さ
れ
た
科
目
の
編
成
､
授
業
の
運
営
等
に
つ
き
兼
任
を
有
す
る
者

と

し､
専
任
教
員
課
程
修
了
者
等
で
あ
つ
て

か
つ

匡
師
､
保
健
師
､
助
産

師
又
は
看
護
師
の
妄
格
を
取
得
し
た
後
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
を

同回
目

■

¶

一
学
級
の
定
員
は
'
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
｡

知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
者
打

して
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
看

(次
項
第
五
号
及
び
第
三
項
罵
五
号
に

お
い
て

r専
任
教
員
課
程
修
了
者
等
｣
と
い
う
｡
)
で
あ
る
こ
と
U

六

第
四
号
の
専
任
教
員
の
う
ち

一
人
は
､
教
務
に
関
す
る
習

こ
と
O

七

第
四
号
の
専
任
教
員
の
う
ち
二
人
は
'
介
護
福
祉
士
'
保
健
師
､
助
薗
醐
丸

は
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
者
と
し
､
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち

T
人
は
､
介
護
実

習
指
導
を
教
授
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

八

一
学
級
の
定
員
は
､
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
｡
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十

一

同
時
に
授
業
を
行
う
学
級

の
数

に
応
じ
､
必
要
な
数
の
普
通
教
室
を
有
す

る
こ
と
｡

¶
コ

介
護
実
習
室
及
び
入
浴
実
習
室
並
び
に
調
理
設
備
を
有
す
る
家
政
実
習
室

を

有
す
る
こ
と
O

刊
ヨ

教
育
上
必
要
な
樹

圃
謝
劃

｣
樹
封
'
図
書

そ
の
他

の
設
備
を
有
す
る
こ

と
｡

四

介
護
実
習
は
､
次
に
掲

げ
る
内
容

の
実
習

に
よ
り
構
成
さ

れ
'
介
護
実
習

の
総
時
間
数
に
対
す
る

ロ
の
実
習

の
時
間
数

の

割
合

が
三
分
の

一
以
上

で
あ
る

日
割

山
､
次
に
掲

げ
る
実
習

の
区
分
に
応
じ
'

そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る

を
実
習
指
導
者

雪

イ

介
護
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
施
設
又
は
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

別
に
定
め
る
も

の

(
以
下
こ
の
号
'
次
号
及
び
第
八
条
第

一
項
第
十
号

に
お

い
て

｢介
護
実
習
施
設
等
｣

と
い

う
｡
)
で
あ

っ
て
､
そ
の
人
員
の
配
置
に

也
.川
.¶
州
謝

倒

矧
m
甲

(平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)

そ
の
他

の
関
係
法

令

に
基
づ
く
基
準
を
満
た
す
も

の
に
お
い
て
行
わ
れ
る
実
習

介
誰
福

士

の
資

格
を
有
す
る
音

叉
は
介
護
職
員
と
し
て
三
年
以
上

の
実
務
経
験
を
有
す

劃
ロ

次
に
掲

げ
る
要
件

に

適
合

す
る
介
護
実
習
施
設
等

に
お
い
て
行
わ
れ
る
実

習

介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し
且
後

三
年
以
上

の
実
務
経
験
を
有
す
す

者

で
あ

っ
て
､
か

つ
､
実
習
指
導
者
を
養
成
す
る
た
め
に
行
う
講
習
会

で
あ

っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定

め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
あ
ら

か
じ

酬
画
封
労
働
大
臣
に
届
け
出
ら
れ
た
も
の
を
修
了
し
た
者

九

同
時
に
授
業
を
行

う
学
級

の
数
を

下
ら
な
い
数
の
専
用
の
普
通
教
室
を
有
す

る
こ
と
｡

刊

司
凧
叫

介
護
実
習
室
及
び
入
浴
実
習
室

並
び
に
調
理
設
備
を
有
す
る
家
政
実

習
室
を
有
す
る
こ
と
｡

当

次
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
､
教

育
上
必
要
な
笥

ー
欄

圃
矧
剣

､
図
書
そ

の
他

の
設
備
を
有
す
る
こ
と
｡

イ

実
習
用

モ
デ

ル
人
形

口

人
体
解
剖
模
型

人
体
骨
格
模
型

人
工
呼
吸

訓
練
人
形

ホ

仰
臥
し
た
状
態
を
上
体
を
起
こ
し
た
状
態
及
び
下
肢
を
下

げ
た
状
態
に
す

る
性
能
を
有
す
る

ベッ
ド

]

司
川
刃

卜

浴
槽

(特
別
浴
槽
を
含
む
｡
)

¶

コ

次

に
掲

げ
る
も
の
の
い
ず
れ
を
も
介
護
実
習

に
利
用
で
き
る
こ
と
｡
た
だ

し
へ
イ
に
掲

げ
る
し

の
に
お
け
る
介
護
実
習
に
探
る
時
間
数

の

一
割
程
度
に

つ

い
て
は
､
通
所
の
施
設
又
は
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の

に
お

け
る
介
護
実
習
を
も

っ
て
イ
に
掲

げ
る
も

の
に
お
け
る
介
護
実
習
に
代
え

る
こ
と
が

で
き
る
.

イ

入
所
の
施
設
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

別
に

定

め
る
も

の
の

う
ち
､
原
則

と
し
て
設
置
後
三
年
以
上
経
過
し
た
も
の
で
あ

っ
て
介
護
実
習
を
行
う
の
に

適
当
な
丸
ゐ
1
(次
号
に
お
い
て

｢入
所
割
判

施
設
｣

と
い
う
O
)

ロ

身
体
上
若
し
く
は
精
神
上

の
障
害
が

あ
る
こ
と
に

よ
り
日
常
生
活
を
営
む

わ

に
支
障
が

あ
君

劃

そ
の
者

の
居
宅
に
お
い
て
入
浴
'
排
せ

つ
､
食

事
等

の
介
護
を
行
う
事
業
又
は
主
と
し
て
居
宅
に
矧
1
て
介
護
を
受
け

る

若
し
く
は
当
該
者
を
現
に
養
護
す
る
者
に
必
要
な
援
助
を
行

う
こ
と
を
目
的

と
す
る
施
設
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

別
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
､
原
則
と

し
て
開
A
El後
又
は
.

後

三

以
上
経
過
し
た
も
の
で
あ
っ
て
介
護
実
習
を

行
う
の
に
適
当
な
も
の

(次
号
に
お
い
て

r居
宅
介
護
実
習
事
業
等
｣

と
い

う
O
)
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∽

実
習
に
お
け
る
指
導
の
マ

ニ
ュ

ア
ル
を
整
備
す
る
と
と
も
に
､
実
習
指

導
者
を
中
核
と
し
た
実
習
の
指
導
の
体
制
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
､
介
譲
実

習
施
設
等
に
お

け
る
介
護
職
員

の
人
数
に
対
す
る
介
謹
福
祉
士
の
人
数
の

割
合
が

三
割
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

紹̂

介
謹
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
の
マ

ニ
ュ

ア
ル
等
が

整
備
さ
れ
､
活
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
｡

川

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
過
程
に
関
す
る
諸
記
録
が
適
切
に
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
｡

細

介
護
実
習
施
設

等
に
お

け
る
介
護
職
員
に
対
す
る
教
育
､
研
修
等
が
計

画
的

に
実
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
｡

十
五

一
の
介
護
実
習
施
設
等
に
お

け
る
介
護
実
習

に
つ
い
て
同
時
に
授
業
を
行

う
生
徒

の
敦

は
､
そ
の
指
導
す
る
実
習
指
導
者
の
員
数
に
玉
を
乗

じ
て
得
た
汝

を
上
限
と
す
る
こ
と
O

刊対
専
任
の
事
務
職
員
を
有
す
る
こ
と
.

¶
廿
管
理
及
び
維
持
経
営

の
方
法
が
確
実
で
あ
る
こ
と
o

十
八

入
所
し
'
又
は
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
､
教
育
の
内
容

､
教
員
そ
の
他

の
事
項
に
関
す
る
情
報
が

開
示

さ
れ
て
お
り
へ
当
該
開
示

さ
れ
た
情
報
は
､
虚

偽
又
は
誇
大
な
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
こ

と
｡

十
三

入
所
実
習
施
設
の
数
に
五
を
乗
じ
て
得
た
数
と
居
宅

介
護
実
習
事
業
等

に

お
け
る
実
習
指
導
者
の
数
と
の
合
計
数
は
､
介
護
実
習

の
必
要
な
学

生
数
以
上

あ
る
こ
と
｡

十
四

介
護
実
習
に

つ
い
て
適
当
な
実
習
指
導
者
の
指
導
が

行
わ
れ
る
こ
と
O

封

剖

専
任
の
事
務
職
員
を
有
す
る
こ
と
C

十~
対

管
理
及
び
維
持
経
営
の
方
法
が
確
実
で
あ
る
こ
と
O

法
第
三
十
九
条
第
二

号

の
養
成
施
設

等
及
び
同
条
第
三

号
の
養
成
施
設
等

(施

行
規

則
第

二
十
条
第
二

号
に
掲

げ
る
施
設
を
卒
業
し
た
者
の
教
育
を
行
う
も
の
に

破

る
.
)

の
括
定
基
準
は
'
次
の
と
お
り
対

句
1

一
学
校

育
法
に
基
づ
く
大
学

に
お
い
て
法
第
三

十
九
条
第

二
号
に
規
定

す
る

祖
会

福
祉
に
関
す
る
科
目
を

修め
て
卒
業
し
た
者
そ
の
他
そ
の
昔
に
観
ず
忍
者

と
し

て
施
行
規
則
第
十
九
条
各
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
又
は
学
校
教
育

法
第

九
十
条
第

-
項
の
規
定
に
よ
り
大
学

に
入
学

す
る
こ
と

が
て
き
る
音
で
あ

っ
て
施
行
規
則
第
二
十
条
第
二

号

に
掲

げ
る
施
設
を
卒
業
し
た
者
で

あ
る
こ
と

を
入
学

又
は
入
所
の
資
格
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
O

二

修業
年
限
は
'

一
年
以
上

(夜
間
課
程
に
あ

つ
て
は
二
年
以
上
)
で
あ
る
こ

とo
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第
六
条

法
第
三
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定

す
る
養
成
施
設

(施
行
規
則
第
二
十
条
第
二
号
に
掲
け
る
社
会
福
子
士
短
期
養
成

施
設
等
又
は
社
会
福

士
一

養
成
施
設
等
を
卒
業
し
た
者
に
対
す
る
教
育
を
行

ぅ
も
の
に
限
る
｡
別
表
第
四
に
お
い
て

｢第
二
号
等
養
成
施
設
｣
と
い
う
｡
)
に

三

教
育
の
内
容
は
'
別
表
第
五
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
｡

g]

別
表
第
五
に
定
め
る
各
科
目
を

授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有
L
t

か
つ
､
別
表
第
二
に
定
め
る
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す
る
こ
と
｡

五
前
ロ
の
専
任

員
で
あ
っ
て
別
表
第
五
に
定
め
る
科
目
の
う
ち
介
護
技
節

形
陸
別
介
護
技
′
､

介
護
実
習
又
は
介
護
実
習
指
導
を
教
授
す
る
も
の
は
'
専

任
教
員
課
程
修
了
者
等
で
あ
る
こ
と
｡

村

前
項
第
六
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
亡

引

法
第
三
十
九
条
第
三
号
の
養
成
施
設
等

(施
行
規
則
第
二
十
条
第
言
Lhに
掲
げ

る
施
設
を
卒
業
し
た
者
の

青
を
行
う
も
の
に
限
る
｡
)
の
指
定
基
準
は
､
次
の

と
お
り
と
す
る
｡

一

学校
教
育
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
で

き
る
者

(施
行
規
則
第
二
十
条
第

一
号
に
掲
げ
る
施
設
が
大
学
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
'
矧
財
力
学
科
向
謝
矧
到

条
第
IT
q
の
矧
司
に
よ
り
割
該
大
学
に
入

学
さ
せ
た
者
を
含
む
D
)
で
あ
っ
て
施
行
規
則
第
二
刃
剣
矧
｣
.引
出
矧
叫
引
矧

設
を
卒
業
u
L
)者
で
あー
る
こ
と
引
入
学
又
は
入
所
の
資
格
と
す
す
も
の
P
あ
る

こ
と

｡

二

修

業
年
限
は
'

一
年
以
上

(夜
間
課
程
に
あ
つ
て
は
二
年
以
上
)
で
あ
る
こ

と
｡

三

教
育
の
内
容
は
､
別
表
第
六
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
〇

四

別
表
第
六
に
定
め
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有
し
､

か
っ
へ
別
表
第
二
に
定
め
る
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有
す
る
こ
と
｡

五

前
号
の
専
任
教
員
で
あ
っ
て
別
表
第
六
に
定
め
る
科
目
の
う
ち
介
護
概
論
､

介
護
技
術
､
形
態
別
介
護
技
術
､
介
護
実
習
又
は
介
誰
実
習
指
導
を
教
授
す
る

も
の
は
､
専
任
教
風
醜
程
修
雪

村

第
一
項
第
六
ロ
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
核
当
す
る
も
の
て
あ
る
こ
と
｡
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係
劃

可
罫
コ
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
'
次
の
と
お

り
と
す

句
1
一

入
所

の
栄
枯
は
､
舛
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
法
第
三
十
九
条
第

二
号
に
規
定

す
る
手
套
福
子
に
関
す
る
科

目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
若
し
く
は

施
行
規
則
第
十
九
条
各
ロ
に
規
定
す
る
者
又
は
:L
校
教
育
法
第
九
十
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
り
大
1
に
入
学

す
る
こ

と
が
で
き
る
者

(施
行
規
則
第
二
十
条
第

二
号
に

掲

ー
る
社
会
福

士

短
期
養
成
施
設
等
又
は
社
会
福
祉
士

一
般
養
成
施

設
等

が
大
学
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
､
当
該

大
学
が

同
法
第
九
十
桑
葉
二
項
の

規
定

に
よ
り
当
該

大
学
に

入
学

さ
せ
た
者
を
含
む
｡
)
て
あ
っ
て
同
号
に
掲
げ

る
社

会
福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
若

し
く
は
社
会
福
祉
士

一
般
養
成
施
設
等
を

卒
業

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
U

｢
一

修
業
年
限
は
､

一

以
上

(夜
間
課
程

に
あ
っ
て
は
､
二

以
上
)
で
あ
る

こ
と
.

三

介
護
実
習
は
､
前
条
第
十
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
内
容
の
実
習
に

よ
り
構

成
さ
れ
､
同
号
ロ
の
実
習

の
時

間
数
が

一日
五
十
時
間
以
上
で
あ
る
と
と
も
に
､

同
号
に
掲
げ
る
実
習

の
区
分
に

応
じ
､
そ
れ
ぞ
れ
同
号

イ
及
び
ロ
に
定
め
る
者

を
実
習
指

尊
者
と
す
る
こ
と
O

四

前
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

で
､
第
八
号

か
ら
第
十
三
号

ま
で
及
び
第
十
五

号
か
ら
第
刊
州
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の1.
で
封

叫
こ
と
O

叫矧
七
割

幽
魂
三
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

(施
行
規
則
第
二
十
条
第

｣
.副

に
掲
げ
る
学
樹
剖
d
他
の
施
設
副
詞

封
山者
に
対
す
る
教
育
を
行
う
も
の

に
限
る
O
別
表
第
四

に
お
い
て

r第
三
号
養
成
施
設
｣
と
い

う
0
)
に
係
る
令
第

二
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
基
準
は
'
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

一

入
所

の
資
格
は
ー
学
校
教
育

法
第
九
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学

に

入

学
す
る
こ
と
が

て
き
る

(施
行

則
第
二
十
条
第

I
cklに

ー
る
学
校
そ
の

他
の
施
設
が

大
学

て
あ
る
場
合

にお
い
て
､
当
該

大
学
か

同
法
第
九
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ

り
当
該
大
学
に

入
学

さ
せ
た
者
を
含
む
｡
)
で
あ

っ
て
同
口
に

掲
げ
る
学
校
そ
の
他
の
施
設
を
卒
業
し
た
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
｡
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二

修
業
年
限
は
'
一
年
以
上

(夜
間
課
程
に
あ
つ
て
は
､
二
年
以
上
)
で
あ
る

こ
と

｡

ヨ
周樹
劇
割
れ
､
同t
朝
ロ
の
実
習~
内
軸
矧
観
測
百
五
十
時
間
以
上
で
あ
る
と
と
も
に

頭

区
分
に
応

や
五九
香
れ
同
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る

者
を
実
習
指
導
者
と
す
る
こ
と
.一

四

第
五
条
第
三
号
か
ら
第
六

ま
で
､
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十

五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
て
あ
る
こ
と
｡

(指
定
の
申
請
書
の
記
載
事
項
等
)

第
八
条

令
第
三
条
の
申
請
書
に
は
､
次
に
掲
げ
る
事
項

(地
方
公
共
団
体
の
設
置

す
る
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
､
第
十

一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
｡
)
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｣
~
.習

利
及
び
住
所

(法
人
に
あ
づ
て
は
､
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

団
朗
M朋
蛸
一

二

名
称

ヨ

仙
画

十l九l八l七l六l五l四

設
置
年
月
日

~
学~
則
長
の
氏
名
及
び
履
歴

･
員
の
氏
名
､
履
歴
及
び
担
当
科
目
並
び
に
専
任
又
は
兼
任
の
肌

校
舎
の
各
室
の
用
途
及

面
横
並
び
に
建
物
の
配
置
図
及
び
平
面
図

救
援
用
又
は
実
習
用
の
横
桟
器
具
､
模
型
及
び
図
書
の
目
録

次
に
掲
_
る
養
成
施
設
の
区
分
に
応

じ､そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

イ

法
第
七
粂
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

実
習
施
設
等
の

種
類
､
名
称
､
所
在
地
､
設
置
者
若
し
く
は
経
営
者
の
氏
名

(法
人
に
あ
つ

て
は

､
名称
)
及
び
設
置
若

し
く
は
開
始
の
年
月
日
並
び
に
当
弦
実
習
施
設

等
に
お
け
る
実
習
用
設
備
の
概
要
及
び
実
習
指
導
者
の
氏
名
又
は
実
習
を
行

引
市
町
村
の
名
称
及
び
当
該
市
町
村
に
お
け
る
実
習
指
導
者
の
氏
名

ロ

法
第
三
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
養
成
施
設

介
護

(報
告
)

対
句
剰

指
定
養
成
施
設
等
の
設
置
者
は
､
牢
宇
年
度
開
始
筏
二
月
以
内
に
､
次
に

掲
げ
る
事
項
を
地
方
厚
生
局
長
等
を
経
由
し
て
､
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

一

当
該
学
年
度
の
学
年
別
学
生
数

二

前
学
年
度
に
お
け
る
教
育
実
施
状
況
の
概
要

三

前
学
年
度
に
お
け
る
教
員
の
異
動

矧

覇
学
年
度
の
卒
業
者
数
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輿
習
施
設
等

の
種
類
'
名
称
､
所
在
地
､
設
置
者
又
は
経
営
者
の
氏
名

(汰

人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
)
及
び
設
置
又
は
開
始

の
年
月
日
並
び
に
当
該
介
護

実
習
施
設
等
に
お
け
る
実
習
用
設
備
の
概
要
及
び
実
習
指
導
者
の
氏
名

十

一

収
支
予
算
及
び
向

こ
う
二
年
間

の
財
政
計
画

2

令

第
九
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
令
第
三
条

の
書

面
に
は
､
節

項
封

土
書

簡

廿
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
封

｡1

引
幕
一

項

の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
面
に
は
､
第

l
項
第
十
号
イ
又
は

ロ
に
掲
げ

引
封
矧
固

執
笥
着
し
く
は
市
町
村
又
は
介
護
実
習
施
設
等
に
お
け
る
実
習
を
承
請

す
る

旨
の
当
該
妄
習
施
設

等

の
設
置
者
若
し
く
は
経
営
者
若
し
く
は
当
該
市
町
柿

の
長
又
は
当
該
介
護
実
習
施
設
等

の
設
置
者
若
し
く
は
経
営
者
の
承
諾
書
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

4~
過
暗
線
程
を
設
け
る
養
成
施
設
に
あ

っ
て
は
へ
前

三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か

次
に
掲
げ
る
事
項
を
第

一
項
の
申
請
書
又
は
i軍

I項
の
書
面
に
記
鼓
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

J

通
信
養
成
を
行
う
地
域

二

添
削
そ
の
他
の
指
導

の
方
法

三

面
接
授
業
の
実
施
期
間
に
お
け
る
講
義
室
及
び
演
習
室

の
使
用

に
つ
い

て
の

当
該
施
設
の
設
置
者
の
承
諾
書

四

課
程
修
了
の
認
定
の
方
法

(変
更

の
承
認
又
は
届
出
を
笥

る
事
項
)

第
九
条

令

第
四
条
粛
｣
項
有

第
九
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え

て
遺
風
忍

堤

合

を
含
む
｡

)
に
規
定

す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
'

前
条
第

一項
第
五
号

に

掲
げ
る
事
項

(修
業
年
限
'
養
成
課
程
､
入
所
定
員
及
び
等
観
観

相
酪
す
る
事

項
に
限
る
｡
)
､
同
条

第

一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
条
第
四
項
第

一
号

若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
｡

2
令

第
四
条
第

二
項

(令
第
九
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合

を

含
む
O
)
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定

め
る
事
項
は
'
前
条
第

一
項
第

-
号
か

ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
､

同
項
第

五
号
に
掲
げ
る
事
項

(修
業
年
限
､
養
成

課
程
､
入
所
定

員
及
び
学
級
数

に
関
す
る
事
項
を
除
く
｡
)
､
同
項
第
七
号

に
掲

(報
告

の
徴
収
及
び
指
示

)

i利
別
剰

厚
生
労
働
大
臣
又

は
地
方
厚
生
局
長
等
は
､
指
定
養
成
施
設
等
に

つ
き
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､

その
設
置
者

又
は
長
に
対
し
て
報
告
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
｡

2~
厚
生
労
働
大
臣
又
は
地
方
厚
生
局
長
等
は
､
指
定
養
成
施
設
等
の
教
育
叫
内
川容

､
施
設
､
設
備
そ
の
他
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
､
そ
の
設
置
者
又
は
長

に
対
し
て
必
要
な
指
示

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
O
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げ
る
事
項

(専
任
教
員
に
関
す
る
事
項
に
限
る
｡
)
､
同
項
第
十
号
イ
若
し
く
は

ロ
に
掲
げ
る
実
習
施
設
等
若
し
く
は
市

村
若
し
く
は
介
謙
実
習
施
設
等
に
関
す

る
事
項
又
は
同
条
第
四
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
｡

(業
苦
を
要
す
る
事
項
)

笥

対

合
第
五
粂

(令
第
九
条
の
規
定
に
劃

矧叫
別
封
引
コ
u
J矧
矧
す
る
場
合
を
含

む
O
)
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
'
次
の
と
お
り
と
す
る
O

一

当
該
学
年
度
の
学
年
別
生
徒
数

二

前
学
年
度
に
お
け
る
教
育
実
施
状
況
の
概
要

三

前
学
年
度
に
お
け
る
教
員
及
び
実
習
指
導
者
の
異
動

四

前
学
年
度
の
卒
業
者
数

(指
定
取
消
し
の
申
請
書
の
記
載
事
項
)

第
十

一
条

令
第
八
条
の
申
請
書
に
は
､
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
〇

一

指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

二

指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
予
定
期
日

三

在
籍
中
の
生
徒
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
措
置

2~

剖
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O

(削
る
)

別
表
第

一

(第
三
条
､
第
四
条
関
係
)

一

ヨ

剛

｢

ヨ

｢

｣劉

l

(指
定
の
取
消
し
)

笥

剰

指
定
養
成
施
設
等
が

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定

す
る
基
準
に
適
合

し
な
く
な

っ
た
と
き
又
は
そ
の
設
置
者
若
し
く
は
長
が
前
条
第

二
項
の
規
定

に
よ

る
指
示

に
従
わ
な
い

と
き
は
､
厚
生
労
働
大
臣
は
､
指
定
養
成
施
設
等
の
指
定

を

取
り
消
す
こ

と
が

で
き
る
｡

(指
定
取
消
し
の
申
請
手
続
)

第
十

一
条

指
定

養
成
施
設
等
に

つ
い

て
､
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
の
取
消
し
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
そ
の
設
置
者
は
､
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
敢
u
山
叫
馴
甜

書
を
地
方
厚
生
局
長
等
を
経
由
し
て
'
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡

一

指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

二

指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
予
定
期
日

三

山盟
刊
中
の

剖封が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
措
置

(国
の
設
置
す
る
養
成
施
設
等

の
特
例
)

笥

ヨ
剰

国
の
設
置
す
る
養
成
施
設
等
に

つ
い

て
は
'
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る

規
定

中
の
字

句
で
､
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
も
の
は
､
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句

と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
｡

(表
略
)

別

表
第

一

(第
五
条
､
第
六

条
関
係
)

科

目

時

間

数
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ム 援 疾生 と 皇l:コ

請 営 柄宿 児 者
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技
術
堤
場
実

術術̀
現演論
場管
実

習
描
習

導

六

着手
成会
施福
等聖

短
期

○
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備
考

指

定

施

設

に

お

い
て

一
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
後
､
入
所
す

る
者
に

つ

い

て

は

､
相
談
援
助
実
習
及
び
相
談
援
助
実
習

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

別
表
第
二

(矧
ヨ
剣
日
射
刊
剰
関
係
)

の
履

修
を
免
除

八八

生
荏
の

百十十

一人人人ま
以かで
上ら

総
定

負

育
人
ま
で

Ol)C A3CA
3

専
任

敬負数十 十肺 陣洋

88

さ一一ヽ
+/I

gI 会か

旺

JI

NCO
⊂)く⊃⊂⊃

別
表
第
三

(第
三
条
､
第
四
条
関
係
)

る
こ
と
が
で
き
る
｡

別
表
第
二

(第
五
条
'
第
六
条
､
第
七
条
関

係
)

八八

学

百十十

一人人人ま
以 か で



人
体

の
構
造
と
楼

能

剖

痢
樹

心

理
学

理
論
と
心
理

的t

曳
観

社
会

理
論
と

会
シ

ス
テ

ム

現
代
社
会

と
福
祉

社
会

調
査t

叫
劃
楓

相
談

援
助
の
基
盤
と

副
詞
川山岡

相
談
援
助
の
理
論
と

劃
固
地
域
福
祉
の
理
論
と

方
法
福
祉
行
財
政
と
福
祉

印
画
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
組

織
と
経
営

社
会

保
障

高
齢
者
に
対
す
る
支

接
と
介
護
保
険
制
度

障
害
者

に
対
す
る
支

接
と
障
害
者
自
立
支

矧
酬
劇

児
童
や
家
庭
に
対
す

る
支
援
と
児
童

･
家

囲
福~
地
利
風

低
所
得
者
に
対
す
る

支
援
と
生
活
保
護
制

Aロ計 介 医 法 手 心 現 社 現 社 演 社 論l‡ 地 公 児 障 老 社護 溢 溢 A 理 場 ム 場 A 習 A JA 域 的 ム 喜 害 人 Ap 千 千 コ言概 - 学 学 実論 般 習揺 =言宿祉援 コ言実 福習 祉揺 蒜祉揺 コ言宿祉揺 宿祉読 扶助読 =保障論 亮祉請 者宿祉 宿
祉論 ;宿祉原導 助 助 助 助 請 読

術 術 術 術元l 三周 五1 ≡l ≡l

○ヽ

- - - ■当 至 5 四 匹

Bl さ

l'il 三周 三l三に l 五l ≡1

≡l三に l六l六l六l六一六l六ヽ

---
当至朋'll

.
=喜孟坐l至至至至至

さ]さJ

備
考T

指
定
施
設
に
お
い
て

一
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
後

入
学
し

､
又
は
入
所
す
る
者
に
つ
い
て
は
､
社
会
福
祉
援
助
技
術
現
輯
実
習
及
び
社
会

福
祉
援
助
技
術
現
塙
冥
習
指
導
の
履
修
を
免
除
す
る
こ
と
が
て
き
る
｡

i.｢
.甜
紳

保健福



Aーコ 相 相 相 更 見 権 就 保 度援 揺 援 _@

度 撃 塞 医痩サI

嬰 助
助 # 護 揺計

莱
管 管 管 成 ー
揺 午 ど ど
導 後 ス ス

八l｢ 二 四

六 三 五

七

潤八
〇

-
八
○
l̂I

九
八

二匹

望皇到BLZLきI
七潤

-八八
○○

備
考

指
定
施
設
に
お
い

て一年以上相談援助の業務に従

事し

た後､入所す引ヨ矧助実習及び相談援助実習指尊の履修を免除することができる｡別表第四(第五条-第七条関係)窒T& .

悪lとる選釈

料目 人間と社Aち 社｣つゝての理解 ケIシヨ 人間関係と人間の厳 敬*円
内に ン コ

と 餐関
ヽヽ 自iす ユ jl.

⊥ 一■一一.-- 設墜口

時

間

数

ノヽ

○○○
秦以 以 以
成上 上 上

施成 第

施 二設 号

等秦-3it

壁

75-秦成

学､全学及

び法学の履修

を免除するこ

とができる｡別表第四(第七粂関

係)銅

筈tSl敬社 人◆Aつて 戸宿 と *日祉 そ
横 の

内袷 生(

宿 香請

の義 堤ー

解さt -
時間数

0-こ

及と



: ) 封 忘は 圭し ら ろ 釜t
し こ 障く こ 害み ろ のと 理か 解 認 発知 達症 との 老理 化 習 合 程 援 ニ 基演 技 ケ 本

吉tら 解 の 習 術 l
だ 理

シの 解 ヨ八

〇〇 四 一一二5さL昌はL五〇さきo; 昌は 四

〇七〇 oi'lat看l看l七〇昌博5.舶

五
五看Lo=lSl
SL喜摘
喜

61
61

笥

血
忍
恩
盟
肥
設
に
お
け
る
人
間
と
社
会
に
関
す
る
選
択
科
目
の
時
間

鮒
に
つ
い
て
は
､
人
間
の
尊
厳
と
目
立
､
人
間
関
係
と
コ
ミ
三
tケ
･･
,)ノ

･t.
ン
及
ひ
手

会の理解の時間数と合計して二百四十時間以上となるように定めるものとする｡慕
( 老 援 リ ( 社 華 僅 ( リ 障 老人政 請 人 助 ク 演 .A

; 請 ′ヽ 古育学 義 法

リ 管 福 宿 義 ど 宿概季冬 一 陣 ( エ ) 斐 延 ) 竺
宿 i払J=岡

フ~ .I-.:′､ 者 翠 シ 助 助 I
読 (請 の ヨ 技

技 シ (義 心 ン 術 節

冒 請 義､一′) 理 ( ン動 管

許 論 -ヽ′oi'ー 昌) 看t
看I o=t o=T o=J 看lて 及 に ら 老一ヽ む ピ サ 介

を 活 日JB とを含むら第育至 介護保険法敬 守 必 の 人 と0ス 1tt護

中､の 吊揺 住 要 家 及◆
汁 ヒ 保 一L､と 能 生な ぴ
スる の 栄 の 障
に 計 法 す の の一ヽ･.■

家 隻一=⊃ 関す に規 る 維拷 自立 ロ77とO礎 '庭 者
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介 介 )l形 介 介 拷
医 家護 譲 態 護 譲 柿 学 * 一

I 学管 管
( 介 術( 袷( 健( 般( 実○

導 実 瑳
演 請 請 請 (( 管 術

管 義 義 義 実演翠 ､_一■ (演管

) ー -ヽ■′ Jヽ 翠六ヽ五〇 さ1四五〇 五

Q 五〇 看L 看t さl さl辛例
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馴
魂
親

玉

(第
七
粂
関
係
)

介 )1形 介 精 秦 慕 援 リ
( リ護 鰭 請 神 政

政 助 ク 許 ′ヽ実 別
技 保 学 学 紘 リ 義 ビ管 企 節 健 実 概 ( ｢｢ ) ど

士( 譲 ′､ ( 管 論

演 1 7~t 円内技 演
請 ( ( ココ【∃ シ

管 術 管 義 実 請 ､J ヨ シー (
) _ヽ一′ ン ヨ ′≠三一演

習 ) ■ヽ■■′ 宿動 ン朝ゝi掬 谷喜 L 5 6 看l さl 看J 看l 看l

時間数す 護 知 活 に 誓 を 精

礎 栄 家 老 するヽ■_ヽと○能力の維拷 日

育生宿の 備ヽ

-■ゝ一~ヽ-ぴ 障

法 宅 む 障 識 ヽの 及とを に居 皇ロ を 読 ■シ■一ヽ･.■. につ 調 秦 ぴ者 令 備 ケ と 者 理 庭
障令 宅 及 む 機 1 ○の t

ヽ 坐 害 向 自む に び ■ヽ■■■慕 I-/ 宿 て 被 宿 者 上

立aお 精 と○及 ヨ 祉 敬服 の 近



別
表
第
六

(第
七
条
関
係
)

介家慕講老
司書老

敬
譲 政政義人人

学学ヽーE3
読

〈

実琴障 祉
管

(

請害
者

7~請育

内

香

請
(
1

シ(義 実請
の
心
理

(

請

■ヽ-′管
ー
義
ーヽ
ヨ義

ン
請
)

看Jさ
J看L

o=
看l

云1
藁l

二葉保 礎栄家老す
る

.ヽ■■.と
○

鰭
力

の
維
持

日
常
生
宿

の

こ介

6

%

l

と倫健知養族人と譲
を理医識ヽの及○煤
令及痩 に調慕び険
むぴ等つ哩庭障法
-ヽ

Iと
0

人 他Vヽヽ坐室
ロ
向自

_⊥
に
揺分て被

服
宿者上上土関
の 野撃の畢の



: ) 介 介 )l形

介護 請 態
譲実

実 別 技管
管( 全 術 一日

導 Jf天
技 i′一ヽ 翠 術 管

演翠 i

管 ーヽ九 看 l -看 六〇 6

0-辛 す 護 知
活 に コ例 る S 的 用 ｣住
一ヽ､び 障

法 宅モー■しユ
｣ 古文
ニを を 居 者 令
備 ケ令

令 宅 及 む 機 1

にお び
~ヽ シ

-ヽ 0 精 と 及



○
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
登
録
棲
関
に
関
す
る
省
令

(昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十

一
号
)

(第
三
条
関
係
)

= ■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■llllllll改正秦

実 隻 る 験
厚 二 (技 記

者 の 生 十 介読 読
で 区 労 = 譲験 験 あ
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